
全タク連発第６２号

令和７年８月１２日

協 会 長 各 位

一般社団法人

全国ハイヤー・タクシー連合会

会 長 川 鍋 一 朗

「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による

共同輸送サービスの提供について」の一部改正について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

標記について、適用対象を道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７

９条の２第１項第５号の事業者協力型自家用有償旅客運送に限らないことと

し、適用対象となる取組の表記を「共同運営」に改める等所要の改正を行う

旨、国土交通省物流・自動車局長より別添のとおり周知依頼がありました。

つきましては、了知されるとともに、傘下会員に対し周知方よろしくお願

いいたします。

謹白



 

国総モ第 16 号の３ 

令和７年８月８日  

 

 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長 殿 

 

 

 

 

大臣官房公共交通政策審議官 

（公印省略） 

 

 

 

「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による 

共同輸送サービスの提供について」の一部改正について 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通達したの

で、その旨了知されるとともに、傘下会員に対し周知を図られたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

国 総 モ 第 1 6 号 

令和７年８月８日 

 

 各 地 方 運 輸 局 長 殿 

 沖縄総合事務局長 殿 

 

 

大臣官房公共交通政策審議官 

（公印省略） 

 

 

 

「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による 

共同輸送サービスの提供について」の一部改正について 

 

 

 標記について、「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による 

共同輸送サービスの提供について」（令和６年４月２６日付け国自旅第７３号）の一

部を改正し、別紙の改正欄のとおりとするので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含

む。）においては、その旨了知されるとともに、必要となる公示の手続き等所要の措

置を講じられたい。 

なお、本件については、別添のとおり公益社団法人日本バス協会会長、一般社団法

人全国ハイヤー・タクシー連合会会長及び一般財団法人全国福祉輸送サービス協会会

長あてに通知したので申し添える。 
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○一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による共同輸送サービスの提供について（新旧） 

新 旧 

国 自 旅 第 ７ ３ 号  

令和６年４月２６日 

一部改正 国 総 モ 第 １ ６ 号  

令和７年８月８日 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

大臣官房公共交通政策審議官 

 

一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による 

共同運営の仕組みについて 

 

一般乗用旅客自動車運送事業者による旅客輸送が提供されているものの、地域

住民や来訪者の移動需要に必ずしも対応できておらず、かつ、自家用車活用事業

による追加的な旅客輸送の提供も困難な地域において、道路運送法（昭和２６年

法律第１８３号）第７８条第２号の自家用有償旅客運送の一類型として、一般乗

用旅客自動車運送事業を補完する観点から、道路運送法施行規則（昭和２６年運

輸省令第７５号）第４９条第１号の交通空白地有償運送を実施することが想定さ

れる。このような場合には、下記のとおり、共同運営（一般乗用旅客自動車運送

事業者と自家用有償旅客運送者が共同して運送の手配に係るサービスを提供する

ことをいい、道路運送法第７９条の２第１項第５号の事業者協力型自家用有償旅

客運送に限らない。以下同じ。）を実施することが可能であることとするので、

その旨了知されたい。また、地域において自家用有償旅客運送を円滑に導入する

観点から、地域公共交通会議において、共同運営の実施の可能性について、適切

国 自 旅 第 ７ ３ 号  

令和６年４月２６日 

 

 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

物流・自動車局長 

 

一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による 

共同輸送サービスの提供について 

 

 一般乗用旅客自動車運送事業者による旅客輸送が提供されているものの、地域

住民や来訪者の移動需要に必ずしも対応できておらず、かつ、自家用車活用事業

による追加的な旅客輸送の提供も困難な地域において、道路運送法（昭和２６年

法律第１８３号）第７８条第２号の自家用有償旅客運送の一類型として、一般乗

用旅客自動車運送事業を補完する観点から、道路運送法施行規則（昭和２６年運

輸省令第７５号）第４９条第１号の交通空白地有償運送を実施することが想定さ

れる。このような場合には、下記のとおり、共同輸送サービス（一般乗用旅客運

送事業者と自家用有償旅客運送者が共同して提供する輸送サービスをいう。以下

同じ。）を提供することが可能であることとするので、その旨了知されたい。ま

た、地域において自家用有償旅客運送を円滑に導入する観点から、地域公共交通

会議において、共同輸送サービスの提供の可能性について、適切に協議されるよ

う取り諮られたい。 
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に協議されるよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．交通空白地有償運送を行う自家用有償旅客運送者が、共同運営を実施する場

合において、一般乗用旅客自動車運送事業者による配車が困難な場合に自家用

有償旅客運送者が運行する車両の配車を行う方法によるときは、自家用有償旅

客運送に係る対価について、これに地域の公共交通の確保維持に活用するため

の協力金（以下「協力金」という。）を加え、当該地域の一般乗用旅客自動車

運送事業の運賃と同額とすることができる。 

 

 

 

 

 

２．協力金は、共同運営に係る一般乗用旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客

運送のサービス向上に充てるものとする。この場合、当該協力金についても、

自家用有償旅客運送者が法令上収受できる実費とみなす。 

 

３．協力金の使途及び管理者については、当該共同運営の実施について協議を行

う地域公共交通会議において、協議を調えることとする。なお、具体的な使途

としては以下のようなものが考えられる。 

 

 （１）利用者の負担軽減 

   （一般乗用旅客自動車運送事業・自家用有償旅客運送に使用できる共通ク

ーポンに係る費用等） 
 （２）共同運営の実施に必要となる施設及び車両の高度化 

 

 

記 

 

１．交通空白地有償運送の実施主体である市町村又は特定非営利活動法人等は、

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７９条の２第１項第５号の事業者

協力型自家用有償旅客運送（運行管理に加え、運送の手配に係るサービス提供

について、当該地域の一般乗用旅客運送事業者の協力を得て行うものに限

る。）を実施する場合には、以下の事項を行うことが可能である。 

 ① 近隣のタクシーの配車が困難な場合に自家用有償旅客運送事業者を配車す

るサービスを導入すること。 

 ② 自家用有償旅客運送者が収受する金額について、自家用有償旅客運送に係

る対価に地域の公共交通の確保維持に活用するための協力金（以下「協力

金」という。）を加え、当該地域のタクシー運賃と同額とすること。 

 

２．１．②の協力金は、共同輸送サービスのサービス向上に充てるものとする。 

この場合、当該協力金についても、自家用有償旅客運送者が法令上収受できる

実費とみなす。 

 

３．協力金の使途及び管理者については、当該共同輸送サービスの提供について

協議を行う地域公共交通会議において、協議を調えることとする。なお、具体

的な使途としては以下のようなものが考えられる。 

 

 （１）共同輸送サービスの利用者の負担軽減 

   （タクシー・自家用有償旅客運送に使用できる共通クーポンに係る費用等） 
 
 （２）共同輸送サービスの提供に必要となる施設及び車両の高度化 
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   （遠隔点呼システムの導入、キャッシュレス決済機器の導入、車両の購入に

係る費用等） 
 （３）ドライバーの育成、募集 
   （ドライバーの教育訓練や人材確保に向けた広報活動に係る費用等） 
 （４）共同運営に係る一般乗用旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送の

利用促進を図るために必要となる情報の収集・分析 
   （利用者拡大のためのマーケティング費用等） 
 
 

   （遠隔点呼システムの導入、キャッシュレス決済機器の導入、車両の購入に

係る費用等） 
 （３）共同輸送サービスのドライバーの育成、募集 
   （ドライバーの教育訓練や人材確保に向けた広報活動に係る費用等） 
 （４）共同輸送サービスの利用促進を図るために必要となる情報の収集・分析 
   （利用者拡大のためのマーケティング費用等） 
 
 
 

 
 

 



国自旅第７３ 号  

令和６年４月２６日 

一部改正 国 総 モ 第 １ ６ 号 

令和７年８月８日 

 

各地方運輸局長  殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

大臣官房公共交通政策審議官 

 

 

一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による 

共同運営の仕組みについて 

 

 一般乗用旅客自動車運送事業者による旅客輸送が提供されているものの、地域住民や来訪

者の移動需要に必ずしも対応できておらず、かつ、自家用車活用事業による追加的な旅客輸

送の提供も困難な地域において、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７８条第２号

の自家用有償旅客運送の一類型として、一般乗用旅客自動車運送事業を補完する観点から、

道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第４９条第１号の交通空白地有償運送

を実施することが想定される。そのような場合には、下記のとおり、共同運営（一般乗用旅

客自動車運送事業者と自家用有償旅客運送者が共同して運送の手配に係るサービスを提供

することをいい、道路運送法第７９条の２第１項第５号の事業者協力型自家用有償旅客運送

に限らない。以下同じ。）を実施することが可能であることとするので、その旨了知された

い。また、地域において自家用有償旅客運送を円滑に導入する観点から、地域公共交通会議

において、共同運営の実施の可能性について、適切に協議されるよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

１． 交通空白地有償運送を行う自家用有償旅客運送者が、共同運営を実施する場合におい

て、一般乗用旅客自動車運送事業者による配車が困難な場合に自家用有償旅客運送者が運

行する車両の配車を行う方法によるときは、自家用有償旅客運送に係る対価について、こ

れに地域の公共交通の確保維持に活用するための協力金（以下「協力金」という。）を加

え、当該地域の一般乗用旅客自動車運送事業の運賃と同額とすることができる。 

 

２.  協力金は、共同運営に係る一般乗用旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送のサ

ービス向上に充てるものとする。この場合、当該協力金についても、自家用有償旅客運送

者が法令上収受できる実費とみなす。 

 



３．協力金の使途及び管理者については、当該共同運営の実施について協議を行う地域公

共交通会議において、協議を調えることとする。なお、具体的な使途としては以下のよ

うなものが考えられる。 

 

 (１) 利用者の負担軽減 

（一般乗用旅客自動車運送事業・自家用有償旅客運送に使用できる共通クーポンに係

る費用等） 

(２) 共同運営の実施に必要となる施設及び車両の高度化 

（遠隔点呼システムの導入、キャッシュレス決済機器の導入、車両の購入に係る費用

等） 

(３) ドライバーの育成、募集 

（ドライバーの教育訓練や人材確保に向けた広報活動に係る費用等） 

(４) 共同運営に係る一般乗用旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送の利用促進

を図るために必要となる情報の収集・分析 

（利用者拡大のためのマーケティング費用等） 

 

 

 

 

以上 

 

 

附 則（令和７年８月８日国総モ第１６号） 

１．本通達は令和７年８月８日から適用する。 


